
資料編 

１ 関係法令等 

○ 景観法（抄） 

（平成１６年法律第１１０号） 

（目的） 

第１条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、

景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、

潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民

生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不

可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢

を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成

されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされる

こと等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 

３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民

の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図

られなければならない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにか

んがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向

けて一体的な取組がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観

を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な景観

の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民

の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切

な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成

に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協

力しなければならない。 

（住民の責務） 

第６条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の

形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景

観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
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（定義） 

第７条 この法律において「景観行政団体」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市（以下この項及び第９８条第１項において「指定都市」と

いう。）の区域にあっては指定都市、同法第２５２条の２２第１項の中核市（以下この項及

び第９８条第１項において「中核市」という。）の区域にあっては中核市、その他の区域に

あっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、第９８条第

１項の規定により第２章第１節から第４節まで、第４章及び第５章の規定に基づく事務（同

条において「景観行政事務」という。）を処理する市町村の区域にあっては、当該市町村を

いう。 

２ この法律において「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１

号に規定する建築物をいう。 

３ この法律において「屋外広告物」とは、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２

条第１項に規定する屋外広告物をいう。 

４ この法律において「公共施設」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他

政令で定める公共の用に供する施設をいう。 

５ この法律において「国立公園」とは自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第２

号に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第３号に規定する国定公園をいう。 

６ この法律において「都市計画区域」とは都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条

第２項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域

をいう。 

（景観計画） 

第８条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれ

と一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地（水面

を含む。以下この項、第１１条及び第１４条第２項において同じ。）の区域について、良好

な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を定めることができる。 

一 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 

二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必

要があると認められる土地の区域 

三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を

形成する必要があると認められるもの 

四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行

われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの 

五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる

土地の区域 

２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

三 第１９条第１項の景観重要建造物又は第２８条第１項の景観重要樹木の指定の方針（当

該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。） 

四 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの 

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関す
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る事項 

ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路、河川法

（昭和３９年法律第１６７号）による河川、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）

による都市公園、津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）に

よる津波防護施設、海岸保全区域等（海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２条第

３項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。）に係る海岸、港湾法（昭和２５

年法律第２１８号）による港湾、漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）によ

る漁港、自然公園法による公園事業（国又は同法第１０条第２項に規定する公共団体

が執行するものに限る。）に係る施設その他政令で定める公共施設（以下「特定公共

施設」と総称する。）であって、良好な景観の形成に重要なもの（以下「景観重要公

共施設」という。）の整備に関する事項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なも

の 

  道路法第３２条第１項又は第３項の許可の基準 

  河川法第２４条、第２５条、第２６条第１項又は第２７条第１項（これらの規定

を同法第１００条第１項において準用する場合を含む。）の許可の基準 

  都市公園法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の許可の基準 

  津波防災地域づくりに関する法律第２２条第１項又は第２３条第１項の許可の基

準 

  海岸法第７条第１項、第８条第１項、第３７条の４又は第３７条の５の許可の基

準 

  港湾法第３７条第１項の許可の基準 

  漁港漁場整備法第３９条第１項の許可の基準 

ニ 第５５条第１項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 

ホ 自然公園法第２０条第３項、第２１条第３項又は第２２条第３項の許可（政令で定

める行為に係るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの（当

該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。） 

３ 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の

形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。 

４ 第２項第２号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるもの

を定めなければならない。 

一 第１６条第１項第４号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当

該条例で定めるべき行為 

二 次に掲げる制限であって、第１６条第３項若しくは第６項又は第１７条第１項の規定に

よる規制又は措置の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以

下「形態意匠」という。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 

ニ その他第１６条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限 

５ 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北
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海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画

及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでな

ければならない。 

６ 景観計画は、環境基本法（平成５年法律第９１号）第１５条第１項に規定する環境基本計

画（当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を

含む。）との調和が保たれるものでなければならない。 

７ 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第６条の２第１項の都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。 

８ 市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村

の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定め

るものにあっては、都市計画法第１８条の２第１項の市町村の都市計画に関する基本的な方

針に適合するものでなければならない。 

９ 景観計画に定める第２項第４号ロ及びハに掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じ

て、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければ

ならない。 

１０ 第２項第４号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第１号及び第４号ニに掲げる事

項並びに第３項に規定する事項については、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号）第４条第１項の農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村であ

る景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画（同法第８条第１項の規定

により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合するものでなければな

らない。 

１１ 景観計画に定める第２項第４号ホに掲げる事項は、自然公園法第２条第５号に規定する

公園計画に適合するものでなければならない。 

（策定の手続） 

第９条 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に

係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体に市

町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会）の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市

町村の意見を聴かなければならない。 

４ 景観行政団体は、景観計画に前条第２項第４号ロ又はハに掲げる事項を定めようとすると

きは、あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めると

ころにより、当該景観重要公共施設の管理者（景観行政団体であるものを除く。）に協議し、

その同意を得なければならない。 

５ 景観行政団体は、景観計画に前条第２項第４号ホに掲げる事項を定めようとするときは、

あらかじめ、当該事項について、国立公園等管理者（国立公園にあっては環境大臣、国定公

園にあっては都道府県知事をいう。以下同じ。）に協議し、その同意を得なければならない。 

６ 景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省

令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧
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に供しなければならない。 

７ 前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画を定める手続に関する事項（前各項の規定に

反しないものに限る。）について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 

８ 前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。 

（特定公共施設の管理者による要請） 

第１０条 特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体

に対し、当該景観計画に係る景観計画区域（景観計画を策定しようとする景観行政団体に対

しては、当該景観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区

域）内の当該管理者の管理に係る特定公共施設について、これを景観重要公共施設として当

該景観計画に第８条第２項第４号ロ又はハに掲げる事項を定めるべきことを要請することが

できる。この場合においては、当該要請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならな

い。 

２ 景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画

について、第８条第２項第４号ロ又はハに掲げる事項の追加又は変更を要請することができ

る。前項後段の規定は、この場合について準用する。 

３ 景観行政団体は、前２項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。 

（住民等による提案） 

第１１条 第８条第１項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土

地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、

当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨

時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」とい

う。）を有する者（以下この条において「土地所有者等」という。）は、一人で、又は数人

が共同して、景観行政団体に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。この

場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。 

２ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法（平成１０年

法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法

人又はこれらに準ずるものとして景観行政団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地

の区域について、景観行政団体に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。

同項後段の規定は、この場合について準用する。 

３ 前２項の規定による提案（以下「計画提案」という。）は、当該計画提案に係る景観計画

の素案の対象となる土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供され

ているものを除く。以下この項において同じ。）の区域内の土地所有者等の３分の２以上の

同意（同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的と

なっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的

となっている土地の総地積との合計の３分の２以上となる場合に限る。）を得ている場合に、

国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、行うものとする。 

（計画提案に対する景観行政団体の判断等） 

第１２条 景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて

景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更

をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。 

（計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議） 
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第１３条 景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更を

しようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容

の一部を実現することとなるものであるときは、第９条第２項の規定により当該景観計画の

案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画

提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。 

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置） 

第１４条 景観行政団体は、第１２条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえ

て景観計画の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその

理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。 

２ 景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地について前項の通知をしよう

とするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体に市町村

都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会）に当該計画提案に係る

景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。 

（届出及び勧告等） 

第１６条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令（第４号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同

じ。）で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国

土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。 

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様

替又は色彩の変更（以下「建築等」という。） 

二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様

替又は色彩の変更（以下「建設等」という。） 

三 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為その他政令で定める行為 

四 前３号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として

景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事

項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければな

らない。 

３ 景観行政団体の長は、前２項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行

為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出

をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧

告することができる。 

４ 前項の勧告は、第１項又は第２項の規定による届出のあった日から３０日以内にしなけれ

ばならない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第１項の

届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の

届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知し

なければならない。 

６ 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必

要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、

景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を
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求めることができる。 

７ 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。 

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

三 景観重要建造物について、第２２条第１項の規定による許可を受けて行う行為 

四 景観計画に第８条第２項第４号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備と

して行う行為 

五 景観重要公共施設について、第８条第２項第４号ハ から までに規定する許可（景観

計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為 

六 第５５条第２項第１号の区域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条

第２項第１号に規定する農用地区域をいう。）内において同法第１５条の２第１項の許可

を受けて行う同項に規定する開発行為 

七 国立公園又は国定公園の区域内において、第８条第２項第４号ホに規定する許可（景観

計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為 

八 第６１条第１項の景観地区（次号において「景観地区」という。）内で行う建築物の建

築等 

九 景観計画に定められた工作物の建設等の制限の全てについて第７２条第２項の景観地区

工作物制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の

建設等 

十 地区計画等（都市計画法第４条第９項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。）の区

域（地区整備計画（同法第１２条の５第２項第１号に規定する地区整備計画をいう。第７

６条第１項において同じ。）、特定建築物地区整備計画（密集市街地における防災街区の

整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第３２条第２項第１号に規定する特定

建築物地区整備計画をいう。第７６条第１項において同じ。）、防災街区整備地区整備計

画（同法第３２条第２項第２号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第７６条第

１項において同じ。）、歴史的風致維持向上地区整備計画（地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）第３１条第２項第１号に規定する歴

史的風致維持向上地区整備計画をいう。第７６条第１項において同じ。）、沿道地区整備

計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和５５年法律第３４号）第９条第２項第１

号に規定する沿道地区整備計画をいう。第７６条第１項において同じ。）又は集落地区整

備計画（集落地域整備法（昭和６２年法律第６３号）第５条第３項に規定する集落地区整

備計画をいう。第７６条第１項において同じ。）が定められている区域に限る。）内で行

う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為 

十一 その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為 

（変更命令等） 

第１７条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定

届出対象行為（前条第１項第１号又は第２号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体

の条例で定めるものをいう。第７項及び次条第１項において同じ。）について、景観計画に

定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした

者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その

他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第３項の規定
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は、適用しない。 

２ 前項の処分は、前条第１項又は第２項の届出をした者に対しては、当該届出があった日か

ら３０日以内に限り、することができる。 

３ 第１項の処分は、前条第１項又は第２項の届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの

部分の形態意匠が政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当

該義務の履行に支障のないものでなければならない。 

４ 景観行政団体の長は、前条第１項又は第２項の届出があった場合において、実地の調査を

する必要があるとき、その他第２項の期間内に第１項の処分をすることができない合理的な

理由があるときは、９０日を超えない範囲でその理由が存続する間、第２項の期間を延長す

ることができる。この場合においては、同項の期間内に、前条第１項又は第２項の届出をし

た者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。 

５ 景観行政団体の長は、第１項の処分に違反した者又はその者から当該建築物又は工作物に

ついての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、景観計画に定められた建築物又

は工作物の形態意匠の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復を命じ、又

は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずるこ

とができる。 

６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状

回復等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべ

き者を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該

原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができ

る。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限

までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任

した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 

７ 景観行政団体の長は、第１項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要

な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報

告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地

に立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に

及ぼす影響を調査させることができる。 

８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入

調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、

これを提示しなければならない。 

９ 第７項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 

（行為の着手の制限） 

第１８条 第１６条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出

を受理した日から３０日（特定届出対象行為について前条第４項の規定により同条第２項の

期間が延長された場合にあっては、その延長された期間）を経過した後でなければ、当該届

出に係る行為（根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを除く。第１０３条第４号

において同じ。）に着手してはならない。ただし、特定届出対象行為について前条第１項の

命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。 

２ 景観行政団体の長は、第１６条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為について、
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良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮する

ことができる。 

（市町村による景観行政事務の処理） 

第９８条 指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代

わって景観行政事務を処理することができる。 

２ 前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処

理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。 

３ その長が前項の規定による協議をした市町村は、景観行政事務の処理を開始する日の３０

日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示

しなければならない。 

第１０１条 第１７条第５項の規定による景観行政団体の長の命令又は第６４条第１項の規定

による市町村長の命令に違反した者は、１年以下の懲役又は５０円以下の罰金に処する。 

第１０２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

一 第１７条第１項の規定による景観行政団体の長の命令又は第７０条第１項の規定による

市町村長の命令に違反した者 

（略） 

第１０３条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

一 第１６条第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第１７条第７項又は第７１条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第１７条第７項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第７１条第１項の規定によ

る立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

四 第１８条第１項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者 

（略） 

第１０４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して各本条の罰金刑を科する。 
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○ 光市景観条例 

（平成２２年光市条例第２５号） 

私たちのまち光市は、白砂青松の室積・虹ケ浜海岸、清らかな流れの島田川、

なだらかな曲線を描く象鼻ヶ岬、幽玄な石城山など水や緑豊かな美しい自然景

観と四季折々の心和む風景に恵まれたまちである。 

私たちは、古来育まれてきた自然景観を礎とし、地域の歴史や風土、文化的

環境に根ざした町並みや農漁村など、多彩な風景を創出しながら、まちを発展

させてきた。 

一方、社会経済の発展や建設技術の進歩等により、快適で機能的な都市の形

成が進んだが、経済性や効率性、利便性を重視した結果、美しさへの配慮や周

辺との調和を欠いた景観や無個性で画一的な景観が見られるようになった。 

一度失われた地域の景観を復元することは困難であり、経済的な損失だけで

なく社会的な損失を伴うことが多い。そのような状況にならないために、私た

ちは、先人から受け継いだ豊かな景観を守り、次世代に継承していかなければ

ならない。 

このような認識のもと、私たち一人ひとりの参画と協働により、光市のかけ

がえのない自然景観を守り、これらと調和した魅力あふれる景観を創造し、誇

りと愛着をもってふるさと光市を子や孫の世代に引き継ぐことを決意し、この

条例を定める。 

（目的） 

第１条 この条例は、良好な景観の形成について基本理念を定め、市、市民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、良好な景観の形成に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって魅力的なまちづくりを推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活

環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、市民共通の資産として、

現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるよう、持続的にその整備及び保

全が図られなければならない。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との

調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれら

が調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られ

なければならない。 

３ 良好な景観は、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色

の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。この場合
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において、良好な景観が市民共通の資産であることにかんがみ、地域住民の

みならず、良好な景観の形成について関心を有するすべての者の意見を併せ

考慮させなければならない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うもの

であることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、市、市民、事業者その

他景観の形成に参加しようとするすべての者により、その形成に向けて一体

的な取組がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新

たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われな

ければならない。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

２ 市は、良好な景観の形成に関する啓発、知識の普及等を通じて、基本理念

に対する市民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、

良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施す

る良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良

好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関

する施策に協力しなければならない。 

（景観計画） 

第６条 市長は、景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項に規定す

る良好な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を策定しな

ければならない。 

２ 景観計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

  景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

  その他良好な景観の形成のために必要な事項 

３ 市長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ、光市都市計画

審議会の意見を聴かなければならない。 
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４ 市長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ、市民、事業者

及び市民団体（以下「市民等」という。）の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるものとする。 

５ 市長は、景観計画を策定したときは、その旨を告示するとともに、公衆の

縦覧に供しなければならない。 

６ 第２項から前項までの規定は、景観計画の変更について準用する。 

（景観まちづくり教育及び景観まちづくり学習の推進） 

第７条 市は、良好な景観の形成に関する市民等の理解と認識を深め、魅力的

なまちづくりを推進するため、景観まちづくりに関する教育及び景観まちづ

くりに関する学習を推進するよう努めるものとする。 

（市民等の自発的な活動の促進） 

第８条 市は、市民等が行う良好な景観の形成に関する自発的な活動が促進さ

れるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（情報の提供） 

第９条 市は、景観まちづくり教育及び景観まちづくり学習の推進並びに市民

等が行う良好な景観の形成に関する自発的な活動の促進に資するため、良好

な景観の形成に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（市民等からの提言） 

第１０条 市民等は、良好な景観の形成に関する施策について、市長に提言を

することができる。 

２ 市長は、前項の提言を受けたときは、必要な措置を講じるとともに、当該

提言をした市民等にその対応状況を報告するものとする。 

（推進体制の整備） 

第１１条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、必要な体制を整備するものとする。 

（市民等との協働） 

第１２条 市は、良好な景観の形成に関する施策を展開するため、市民等との

協働を積極的に推進するものとする。 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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２ 光市景観計画策定市民協議会設置要綱 

（平成１９年光市告示第１７号） 

（設置） 

第１条 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条の規定に基づく景観計画

として、本市が有する美しい景観の保全及び育成に資する光市景観計画（以

下「景観計画」という。）の策定を行うため、光市景観計画策定市民協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

  良好な景観形成の促進に関し、協議すること。 

  景観計画の策定に関し、意見を述べること。 

（委員） 

第３条 協議会は、２５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

  各界の有識者 

  市民活動の実践者 

  公募により選出された者 

  その他市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、景観計画の策定が完了するときまでとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、市長の求めにより会長が

招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議には、委員のほか必要に応じて会長が認める者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、建設部都市政策課において処理する。 

（その他） 
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第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年３月１２日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。 

附 則（平成１９年光市告示第５７号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年光市告示第１９７号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

- 48 -



３ 光市景観計画策定市民協議会委員名簿 

 

番 氏 名 備 考 

１ 網 永 保 人  

２ 植 村 芳 弘 会長 

３ 岡 村   毅  

４ 奥 田 賢 吾  

５ 萱 原 高 好  

６ 熊 野   稔  

７ 齋 藤 まゆみ 副会長 

８ 近 崎 秀 幸  

９ 仲 山 哲 男 平成２４年１０月１９日まで 

１０ 西 岡 宏 道  

１１ 野 瀨 真由美  

１２ 橋 本 洋 子  

１３ 福 原 宏 子  

１４ 三 浦 恵 美  

１５ 宮 本 康 男  

１６ 守 末 道 代  

１７ 守 田   正  

１８ 吉 田 信 雄  

１９ 吉 廣 幸 江  

２０ 山 本 一 朗 平成２５年５月３１日まで 

（５０音順） 
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４ 用語解説 

 

見出し 語 句 解 説 

あ行 アイストップ 街角や見通しの良い道路の正面にあ

る建築物、樹木など、人の視線を引き

つける対象物。 
 彩りのみち 街路樹や花壇、沿線の自然の緑によ

り、彩りとにぎわいを創出するため、

「緑の基本計画」で位置付けた市街地

の幹線道路や拠点に接続する道路。 
 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で

表示された看板、広告塔などのこと。

建築物や工作物に掲示、表示されたも

のも含まれる。 
か行 改築 建築物の全部又は一部を取り壊し

て、これと位置、用途、規模などがほ

ぼ同程度のものを建てること。 
 開発行為 主として建築物の建築等の用に供す

る目的で行う土地の区画形質の変更。

民間事業者が行う団地造成などが該当

する。 
 仮設建築物 必要に応じて一時的に設ける建築

物。 
 仮設工作物 必要に応じて一時的に設ける工作

物。 
 協働 自立した対等な立場のもの同士が、

各々の異なる知識や資源を持ち寄って

共通の目的のために働くこと。 
 景観アドバイザー 県、市町、県民及び事業者が取り組

む景観形成活動を支援するため、山口

県に登録された景観に関する知識・経

験を有する人。 
 景観行政団体 景観行政を担う主体のこと。都道府

県、政令市、中核市は自動的に景観行

政団体となり、その他の市町村は都道
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見出し 語 句 解 説 

府県知事の同意を受け、景観行政団体

となることができる。 
 景観計画提案制度 土地所有者やまちづくりＮＰＯ法人

等が、景観計画区域内の一定の区域に

ついて、景観行政団体に対し、景観計

画の策定又は変更を提案することがで

きる制度。 
 景観形成重点地域 特に良好な景観の整備、保全、創出

により、本市の景観形成に重要な役割

を担うと認められる地域として重点的

に景観形成を進める地域。 
 景観資源 歴史資産や文化財、公園、河川、町

並みの様子、シンボル的な建築物な

ど、地域の景観を特徴付ける様々なも

の。 
 景観重要建造物 公共の場所から容易に見ることがで

き、外観が景観上の特長を有している

建造物（建築物又は工作物）で、良好

な景観の形成に特に重要であるため、

景観行政団体の長が指定したもの。 
 景観重要公共施設 道路、河川、都市公園、港湾などの

公共施設のうち、良好な景観の形成に

重要なもの。 

 景観重要樹木 公共の場所から容易に見ることがで

き、外観が景観上の特長を有している

樹木で、良好な景観の形成に特に重要

であるため、景観行政団体の長が指定

したもの。 

 形態意匠 建築物、工作物の外観の形状、色

彩、模様、デザイン。 

 権限移譲 住民に身近な行政サービスは住民に

身近な基礎自治体（市町村）で処理で

きるようにするため、国・県から基礎

自治体へ事務権限を移譲すること。 
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見出し 語 句 解 説 

 原生自然環境保全地域 環境基本条例に基づき規定した、自

然環境が人の活動によって影響を受け

ることなく、原生の状態が維持されて

おり、かつ、自然の法則と教訓を後世

に残すべき貴重な資産であると認めら

れる地域。 

さ行 彩度 色を表す３つの属性（明度、彩度、

色相）の一つで、色の鮮やかさを示す

数値。値が小さい（低い）ほど、落ち

着いたやわらかい色となる。 

 サイン 公共性の高い標識、案内誘導板、地

図などの総称。 

 里山 人々の生活の一部として利用してき

た低山地の林地や竹林のこと。 

 市街化区域 既に市街地を形成している区域及び

おおむね１０年以内に優先的かつ計画

的に市街化を図るべき区域。 

 市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。 

 

 軸的景観 道路や河川、海岸線などの連続した

要素を「軸」としてとらえ、一定の方

向性を有するつながりのある景観のこ

と。 

 自然敬愛都市宣言 本市の財産であるふるさとの豊かな

自然環境を守り育て、次世代へ引き継

いでいくため、自然の恵みに感謝し、

自然を敬愛し、自然の摂理にかなっ

た、快適でうるおいとやすらぎのある

まちづくり、ふるさとづくりを推進し

ていく決意を表す宣言。 

 視点場 対象を眺める場所、位置。 

 

 占用 河川や道路、都市公園などの区域の

一部を独占して使用すること。 
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見出し 語 句 解 説 

た行 地先公有水面 河川、沿岸海岸、湖沼など公共の用

に供する水面。 

 点的景観 施設や伝統行事などシンボルや目印

となるものを「点」としてとらえ、そ

の周辺で形成される景観のこと。 

 都市計画マスタープラン 都市計画法の規定による「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」で、

都市計画やまちづくりの指針となるも

の。本市では建設事業を中心とする都

市づくりに関する長期的な指針として

も位置付けている。 

 都市公園 地方公共団体が設置する公園や緑地

で、設置や管理に関する一定の基準等

が定められているもの。街区公園、近

隣公園、運動公園、総合公園などに分

類される。 

 土地の開墾 山野を切り開き、農耕できる田畑な

どにすること。 

な行 日本の渚・百選 海の恵みに感謝し、海を大切にする

国民の心をはぐくむことを目的とし

て、日本の渚百選中央委員会が選定し

た１００か所の優れた渚。 

ま行 緑の基本計画 都市緑化法の規定による「緑地の保

全及び緑化の推進に関する基本計画」

で、緑地の適正な保全や緑化の推進方

策に関する目標や方向性を示したも

の。 

 緑の拠点 広域的な利用や多世代にわたるニー

ズに応じた整備・充実や保全を図るよ

う「緑の基本計画」で位置付けた公園

のこと。 

 面的景観 地形や土地利用などに応じた一定の

範囲を「面」としてとらえた、広がり

のある景観のこと。 
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見出し 語 句 解 説 

や行 用途地域 都市の状況及び将来像を勘案した上

で、都市内における住居、商業、工業

その他の用途を適切に配分することに

より、機能的な都市活動の推進及び良

好な都市環境の形成を図るため、区分

を定めた地域。 

わ行 ワークショップ 参加者が専門家の助言を得ながら、

問題解決のために行う研究集会や参加

者が自主的活動方式で行う講習会。例

えば、地域づくり活動において、参加

者自身が地域の課題を把握、共有化し

た上で地域の将来像を話し合い、出さ

れた意見をグループごとに取りまとめ

て発表するなど、意見聴取や意見集約

を図る手法。 
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